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この申合せは，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するため，全学的に統

一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」という。）の措置

に関し，必要な事項を定める。 

１．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置 

台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の(1)及び(2)を勘案して決定する。 

(1) 気象警報 

台風等により，長崎県南部に長崎海洋気象台が発表する暴風警報，大雪警報，暴風雪警報等が発

令されている場合 

(2) 公共交通機関 

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合 

長崎バス 

長崎県営バス 

長崎電気軌道 

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間） 

２．その他不測の事態による授業等の休講等の措置 

１．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業等の休講

等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。 

３．休講等の措置の周知 

１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げる

時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」及び

大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により周知を行う

ものとする。 

休講等の時間帯 時間 

午前の授業等 午前７時 

午後の授業等（経済学部夜間主コースの授業等を除 く。） 午前１１時

経済学部夜間主コースの授業等 午後４時 

４．教育実習等の場合の取扱い 

教育実習，臨床実習，介護等体験実習，インターンシップ等の場合は，各実習先の指示に従うもの

とする。 

   附 則 

 この申合せは，平成２３年８月２２日から施行する。 

 

（参考） 

台風等による休講情報携帯サイト http://n-info.nagasaki-u.ac.jp/m      


